
5 平成27年(2015年)�月21日江東区役所〒135-8383 東陽 4−11−28☎ 3647−9111(代)

個人番号 (マイナンバー12桁)、氏名、住所、

生年月日、性別が記載された紙製のカード。

身分証明書としては利用できません。

本人確認に便利な顔写真付

プラスチック製のカード。

身分証明書として利用できます。

通知カードに同封の申請書
を郵送するほか、スマート
フォンやパソコンからも申
請できます。

※再発行の場合は有料にな
ります。

勤務先や役所の窓口で

マイナンバーの提示が

必要となります

税・社会保障・災害分野等の手続き

で利用。個人番号を提示する際は、

厳格な本人確認を行います。

内閣府マイナンバーコールセンター
土・日曜、祝日・年末年始除く 午前9時30分〜午後5時30分

☎0570-20-0178
(全国共通ナビダイヤル) ※通話料金がかかります。

※一部、IP電話等で上記のダイヤルがつながらない場合は、

050-3816-9405におかけください。

江東区 個人番号カードコールセンター
年末年始除く 午前8時30分〜午後8時00分

☎0570-04-5010
(全国共通ナビダイヤル) ※通話料金がかかります。

※一部、IP電話等で上記のダイヤルがつながらない場合は、

03-5690-5621におかけください。

通知カード
は大切に
保管

※平成28年1月以降、区からお知らせが届いたら、区役所などの窓口で受け取れます。

個人番号カード
作成は無料！

※外国語0570-20-0291(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応)

マイナンバー制度のことは… 通知カードや個人番号カードのことは…


